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（訂正）「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

 平成29年４月13日開催の取締役会において、「定款一部変更に関するお知らせ」の記載内容を一部訂正いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線で表示しております。                     

記 

【訂正前】 
現行定款 変更案 
第５章 監査役及び監査役会 
（選任） 
第 24 条 （条文省略） 
（新設） 
 
 
 

第５章 監査役及び監査役会 
（選任） 
第 24 条 （現行どおり） 

２ 当会社は、会社法第 329 条第３項の規定に

基づき、法令に定める監査役の員数を欠く

ことになる場合に備えて、株主総会におい

て補欠監査役を選任することができる。 
 
【訂正後】 

現行定款 変更案 
第５章 監査役及び監査役会 
（選任） 
第 24 条 （条文省略） 
（新設） 
 
 
 
 
 
 

第５章 監査役及び監査役会 
（選任） 
第 24 条 （現行どおり） 

２ 当会社は、会社法第 329 条第３項の規定に

基づき、法令に定める監査役の員数を欠く

ことになる場合に備えて、株主総会におい

て補欠監査役を選任することができる。 
３ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効

力を有する期間は、当該決議後最初に開催

する定時株主総会の開始の時までとする。 
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代 表 取 締 役 社 長  寺 田 勝 宏 
(ＪＡＳＤＡＱコード ７６１０ ) 
取締役管理本部長   藤 原 克 治 
０ ３ － ５ ７ １ ９ － ４ ７ ７ ５ 



（任期） 
第 25 条 （条文省略） 
  ２ 補欠のため選任された監査役が監

査役に就任した場合の任期は、退任し

た監査役の残任期間とする。 
 
 
 

（任期） 
第 25 条 （現行どおり） 

２ 補欠のため選任された監査役及び前条第

２項により選任された補欠監査役が監査役

に就任した場合の任期は、退任した監査役

の残任期間とする。 
 

 

以 上 


